
議 員 提 案 第 ３ ０ 号 
 
 

「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の 

 生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関 

する法律」に基づく施策の充実を求める意見書の提出について 

 
 
このことについて，次のとおり意見書を提出するものとする。 

 
 
  平成２４年７月２日提出 
 
    新潟市議会議員             渡 辺 有 子 

        同                加 藤 大 弥 

        同                本 図 良 雄 

        同                中 山   均 

 

 



「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の 

生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関 

する法律」に基づく施策の充実を求める意見書 

 

福島第一原発の事故で被災した子供や住民への生活支援などを目的とした「子ども等に

配慮して行う東京電力原子力事故の被災者の生活支援に関する施策の推進に関する法律

（案）」が去る６月 21 日，議員立法により国会で成立しました。 

これは，与野党がこれまでに提出した法案を一本化したもので，双方の法案に盛り込ま

れていた積極的側面を取り入れ，特に放射能感受性の高い妊婦，子供の医療に焦点を当て，

原子力政策を推進してきた国の責任を明記し，市民団体の意見も反映していることなどが

特徴となっています。市内にも多くの避難者を受け入れている本市の議会としても，被災

された方々の生活再建や心身の健康のための施策を一刻も早く実現させるために，この法

律の取りまとめに向けた取り組みを高く評価し，成立に向けた関係者の努力に深く敬意を

評するものです。 

 一方，この法律に基づき整備されることになっている基本方針や政省令並びに事業計画

において，その理念が生かされるように，その具体化や充実が望まれるところです。 

特に，妊婦や子供だけでなく，成人も含めてその他多様な健康被害の可能性を配慮し，

年齢，性別，居住区域などの制限を厳格化せず，できるだけ広く対象とすべきです。また，

今回の事故により家族と離れ離れになるなど生活環境や経済・雇用関係が激変した方々は，

心身にもさまざまな影響が生じている可能性があり，単に放射能による健康被害という観

点だけでなく，心理ケアやサポート，保養の必要性も施策の中に組み入れられるべきです。

さらに，この法律の見直しに当たっては，単に放射線量と支援対象地域との関係の観点の

みにとどまらず，広い観点から検討する必要があると考えられます。 

 よって，政府と国会に対し，この法律の理念を実現するため，以下の事項を実現するよ

う求めます。 

 

記 
 
１ 健康・医療保障については，健康被害を発生する可能性のある人をできる  

だけ広く対象とすること。また，「健康管理手帳」（仮）を交付するなど，

健康に関する情報を本人が保管できるようにすること。 

 

１ 心理的ストレスなどについても記録や検診，ケアやサポート，保養の対象

とし丁寧な対策をとること。 

 

１ 本法律に基づいて整備される基本方針や政省令など施策の整備，事業計画

の策定並びに制度の運用，見直しについては，広い観点から検討するため，

被災当事者やその支援に携わる関係者などの意見も十分聴取し，その内容が

十分に反映されるよう配慮すること。 

 

以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 

 

 



 

平成２４年７月２日 

新潟市議会議長 

 藤 田  隆 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

文部科学大臣   あて 

厚生労働大臣 

国土交通大臣 

環境大臣 

復興大臣  

  


